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年度末も近づき本年度の大方の事業が終わりかけております。会員各位におか

れましては今年度も各種事業・研修等にご支援ご協力をいただきましたことに厚く

御礼申し上げます。 

お陰様を持ちまして、降雪の中の開催となってしまいましたが「定時総会」並びに

「彩西支部設立２０周年記念祝賀会」も盛会裏のうちに無事終えることができました。

これも偏に皆様方のご理解とご尽力によるものと改めて感謝と御礼を申し上げます。

また、設立２０周年記念の公益的事業の一環として４市２町（狭山市、入間市、飯能

市、日高市、毛呂山町、越生町）に『車椅子２０台』を寄贈することができましたことを

ご報告申し上げますと共に、各市町からも会員各位に感謝の意をお伝えするように

託っております。 

私共宅建業者は衣食住の『住』を取り扱う業界として社会経済の一翼を担ってお

ります。その社会的な責務もさることながら、「DX 化」「with コロナ」「物価高騰」等

様々な要因が渦巻く中で、厳しい現実と向き合いながら会社経営を模索していかな

ければなりません。会員各位のご理解とご協力なくして宅建協会

は存在しませんが、会員のための宅建協会、会員のための支部活

動となるよう努力精進してまいりますので、引き続きのご支援ご協

力を賜りますようお願い申し上げ年度末の挨拶とさせていただき

ます。                           

 

公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 

彩 西 支 部    支部長 栗原  武 

総務財務・広報委員会 委員長 大津 英輝 
2023年 3月号 

彩西支部お知らせ 
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■彩西支部 令和 5 年度 定時総会 開催報告 

2 月 10 日(金)、飯能市のヘリテイジ飯能 sta.に於いて支部定時総会が開催されました。 

（会員数 219 名 出席 32 名・委任状 107 名 合計 139 名） 

 報告事項 本部・支部各委員会等各担当者より報告 

 審議事項 第１号議案 令和 5 年度事業計画(案)承認に関する件 

      第２号議案 令和 5 年度収支予算(案)承認に関する件 

        すべての議案が原案とおり承認されました事をご報告いたします。 

 

 

  

 

 

 

   

        

飯田 成寿 会長 栗原 武 支部長 
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■彩西支部設立 20 周年記念祝賀会 
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■彩西支部設立 20 周年記念車椅子贈呈式 

【狭山市】 【毛呂山町】 

【入間市】 

【飯能市】 【日高市】 
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【２月末現在会員数２１９名】 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事  由 ブロック 商   号 代表者 所 在 地 ほか 

代表者変更 入間 ㈱パートナーズリンク 尾﨑 光良 入間市大字上藤沢 741-3 

代表者変更 狭山 ホームテイク㈱ 加藤 英行 狭山市広瀬東 2-33-48 

 代表者変更 入間 ㈱ハウスプランニング 林 かおる 入間市東町 2-2-38吉田コーポ 201 

廃  業 狭山 株式会社 島崎建設 島﨑 昌由 狭山市北入曽 242 

 

■第 4 回理事会開催報告 

12 月 23 日(金)第４回理事会を飯能市のヘリテイジ飯能 sta.で開催いたしました。 

 報告事項 本部・支部各委員会等各担当者より報告 

 審議事項 １．令和 5 年度事業計画(案)及び予算(案)承認に関する件 

      ２．令和 5 年度定時総会議案書(案)作成に関する件  

      ３．令和 5 年度定時総会役割分担及び議事進行承認に関する件 

      ４．支部規則施行細則「表彰に関する内規」一部改正と施行時期に関する件  

             ・1～4 すべて承認されました 

 

 

  

 

 

 

   

        

■支部予定 4月 

  ７日（金）監査会 

 １０日（月）第 1回理事会  

 

■本部予定 4月 

 １７日（月）（保）総務財務・苦情解決委員会 

 １９日（水）監査会 

 ２６日（水）理事会・（保）幹事会 

 
■エコキャップ分別回収活動 

情報・政策・業務支援委員会では公益事業の一環として、エコキャップ分別回収事業を青年部

と共に活動しております。目的として自然環境保全及び地域環境美化となっておりますが、 

集まったペットボトルキャップはリサイクル業者に納品をしております。 

－令和 5 年度の実績－         

総重量 約 111.6 ㎏ 

 引き続き『エコキャップ分別回収活動』を行っていますので、お手数ではございますが 

支部事務局へお持ちいただけますよう、ご協力をお願いします。 

情報・政策・業務支援委員会・青年部より 

   

 

 

■入退会者等会員報告（1・2月）           
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◆変更等の届出をお忘れではありませんか？◆ 

免許申請書に記載した事項について、変更(商号・所在地移転・代表者の交替・電話番号等)

があった場合、変更が生じた日から 30 日以内に埼玉県庁(大臣免許支店の場合は本店所在地

の都道府県庁)へ変更届を提出しなければなりません。また、併せて宅建協会にも変更届等の

書類のご提出が必要になります。変更届等の届出がまだお済でない方は、 

至急お手続きくださいますようお願い申し上げます。 

◆支部事務局より◆ 

令和 5 年 4 月 26 日(水)～５月 7 日(日)まで、ＧＷ休暇を取らせていただきます。 

５月 8 日(月)午前 10 時より、平常業務となります。 

ご不便をお掛けいたしますが、宜しくお願い致します。 

◆エコキャップ分別回収活動のお礼◆ 

株式会社 ハウスネット 新井 靖 さま 

有限会社 やまなか不動産  山中貴久江さま 

有限会社 関谷商事 関谷 善徳さま 

 

より、事務局までご持参いただきました。ご協力ありがとうございました 

引き続き、彩西支部では事業の一環としてエコキャップ分別回収活動を行っております。 

お手数ではございますが、事務局までお持ちいただきますようお願い申し上げます。 

■税務署よりお知らせ（別紙 2 枚） 

税務署より「さぁ自宅でｅ－Ｔａｘ！」のお知らせがございます。 

別紙を同封しておりますのでご確認ください。 

なお、詳細等は管轄の税務署へお問い合わせください。 
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■令和 5 年度 行政地区による不動産無料相談 

行 政 区 狭 山 市 入 間 市 飯 能 市 日 高 市 

名 称 
建    築 

不動産相談 

宅地建物取引士に 

よる土地建物相談 
市民よろず相談 不動産相談 

会 場 
狭山市役所 

１階 市民相談室 

入間市役所 1階 

総合相談支援室 

飯能市総合福祉 

センター3階  

大会議室 

生涯学習センター 

２階 

研修室 

お問 合 せ先 04-2953-1111 04-2964-1111 

飯能市 

社会福祉協議会

042-973-0022 

日高市役所 

人権推進・市民活動 

042-989-2111 

時 間 13:00～16:00 10:00～15:00 10:00～15:00 13:30～16:00 

 

相 

談 

月 

日 

５
年 

4月 11日 (火) 5日 (水) 19日 (水) 21日 (金) 

5月 9日 (火) 10日 (水) 17日 (水)   

6月 13日 (火) 7日 (水) 21日 (水) 16日 (金) 

7月 11日 (火) 5日 (水) 19日 (水)   

8月 8日 (火) 2日 (水) 16日 (水) 18日 (金) 

9月 12日 (火) 6日 (水) 20日 (水)   

10月 10日 (火) 4日 (水) 18日 (水) 20日 (金) 

11月 14日 (火) 1日 (水) 15日 (水)   

12月 12日 (火) 6日 (水) 20日 (水) 15日 (金) 

6

年 

1月 9日 (火) 10日 (水) 17日 (水)   

2月 13日 (火) 7日 (水) 21日 (水) 16日 (金) 

3月 12日 (火) 6日 (水) 13日 (水)   

公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 本部 

不 動 産 無 料 相 談 所 

開催日時 ： 毎週 月・水・金曜日  午前 10 時～12 時 午後 1 時～3 時 

※協会本部休日は開催されません 

開催場所 ： 公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 2 階 

さいたま市浦和区東高砂町 6-15 

048-811-1818 

相談方法 ： 来所又は電話にて(※予約は承っておりません) 

       ※相談時間は原則３０分以内となっております 
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倫  理  綱  領 
 

 

 

我々は専門家としての社会的使命を強く自覚し、倫理綱領の実践

を通して、国民の信託にこたえることを誓う。 

 

一、 我々は誇りと責任をもって社会に貢献する。 

一、 我々は人格と専門的知識の向上に努める。 

一、 我々は諸法令を守り公正な取引の実現に努める。 

一、 我々は誠実公正な業務の遂行に努める。 

一、 我々は業界秩序の確立と組織の団結に努める。 

 

 

 

公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 


